
 

 
 

様式第十三（第４条関係） 

 

新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表 

 

 

 

１．確認の求めを行った年月日 

令和３年８月２６日 

 

２．回答を行った年月日 

令和３年９月１０日 

 

３．新事業活動に係る事業の概要 

照会者は、コンビニエンスストア（以下「コンビニ」という。）及びスマートフォン用アプ

リケーション（以下「アプリ」という。）を活用した飲食店が提供するお弁当のモバイルオー

ダーサービスを検討している。 

本事業の具体的な内容は以下のとおり。 

① 消費者がアプリ上で商品であるお弁当を受け取るコンビニ店舗（以下「受取コンビニ店

舗」という。）を選択し、アプリ上に出店する飲食店（以下「出店飲食店」という。）

の提供する商品を注文し、商品代金の決済を行う。 

② 注文後、注文番号・商品名・注文個数・受取コンビニ店舗及び受取時間・出店飲食店名

及び電話番号が、アプリ上で消費者に通知される。 

③ 出店飲食店は、アプリを通じてその注文を受け、商品を調理し、容器包装に添付された

シールに注文番号を記入し、受取開始時刻までに受取コンビニ店舗に配達する。 

④ 出店飲食店が配達した商品は、受取コンビニ店舗に設置された、商品保管棚で保管され

る。 

⑤ 消費者は、受取時間内に受取コンビニ店舗を訪店する。 

⑥ 消費者は、アプリ上で通知を受けた注文番号と商品保管棚に保管された商品の容器包装

に添付されたシールに記載された注文番号を突合・確認し、商品を受け取る。 

 

４．確認の求めの内容 

当該サービスにおいて、商品の販売を行うに当たっては、食品表示基準（平成２７年内閣府

令第１０号。以下「基準」という。）は適用されず、サービス提供事業者（照会者）、アプリ

を利用して商品を販売する出店飲食店、サービス関係事業者（受取店舗であるコンビニ各店

舗）のいずれにおいても、基準に定める表示義務を負わないことを確認したい。 

 

５．確認の求めに対する回答の内容 

基準の適用範囲にあっては、基準第１条に規定されているとおり、「食品関連事業者等が、

加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合について適用する。ただし、加工食品又は生鮮

食品を設備を設けて飲食させる場合には、第４０条の規定を除き、適用しない。」とされてい

る。 

基準上における「加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合」とは、食品表示基

準Ｑ＆Ａ（平成２７年３月３０日消食表第１４０号）総則－４に規定されているとおり、「レ

ストラン、食堂、喫茶店等の外食事業者による食品の提供（例えば、飲食店で提供される状態

のものを自宅へ届けてもらうなどの外食事業者による出前を含む。）」とされている。 

本照会の事業にあっては、照会書記載の事実を前提とすれば、受取コンビニ店舗及びアプリ

を活用した「外食事業者による食品の提供」であると考えられる。 

したがって、基準上における「加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合」に該

当することから、基準第４０条の規定を除き、基準は適用されないものと考えられる。 


